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令和３年３月１６日付け原規規発第2103161号にて認可を受け

た三菱原子燃料株式会社の核燃料物質の加工の事業に係る保安規

定について、令和３年７月２６日付け三原燃第21-0283号にて変

更認可申請した一部を補正する。

＜保安規定補正の理由＞

１．保安規定補正の概要

核燃料物質加工事業の変更及び新規制基準適合のために分割申

請（1次から7次）していた設工認の内、未反映であった事項に

ついて保安規定に規定すべく変更申請を行ったが、令和３年８月

２日の審査会合において、事業許可及び設工認の反映に対し、①

抽出・反映漏れがないこと、②各条文で要求事項の反映が読み取

れること、③下部規定との紐づけが明確であること、④実際の作

業者が実行できるかの観点での確認が重要であることとのご指摘

いただき、これらの事項について改めて見直しを行い、補正申請

するものである。
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２．保安規定へ反映すべき事項の抽出手順

（１）加工事業の変更内容の保安規定への反映

すべき事項の確認

（２）設工認の認可内容の保安規定への反映す
べき事項の確認

（４）申請書の確認（社内確認手続き）

◎前回の審査会合のご指摘を受け、以下の手順で保安規定の
見直しを行った。

①抽出・反映漏れがな
いこと

④実際の作業者が実行
できるかの観点での
確認が重要

②各条文で要求事項の
反映が読み取れるこ
と

③下部規定との紐づけ
が明確であること

＜審査会合のご指摘＞ ＜保安規定の見直し手順＞

図１．保安規定の見直し手順

（３）保安規定への反映事項の実行性の確認
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（１）加工事業の変更内容の保安規定への反映すべき事項の確認

◎審査会合のご指摘を受け、下記ステップにて加工事業許可内容の保安

規定への反映すべき事項の確認を行った。

２．保安規定へ反映すべき事項の抽出手順

②「事業許可要求事項」vs「保安規定条文」vs「下部規定条文」で
整理する。（資料2-①）

③事業許可要求事項、保安規定条文、下部規定条文の該当する箇所
にアンダーラインを付与する。

④事業許可要求事項の反映が読み取れない又は読み取りづらい場合
は、保安規定及び下部規定を修正する。

①安全・品質保証課による事業許可の要求事項の抽出に加え、安全
法務課が設工認申請時に作成した事業許可マーキング版（ハード
は水色、ソフトは緑色でマーキング）より事業許可要求事項を再
抽出するとともに、要求事項の抽出漏れがないことを再確認する。

＜ステップ＞ ＜実施体制＞

②、③、④
安全・品質保証課（課
長及び担当者）、関係
者（保安規定改訂作業
経験者）、安全・品質
保証部長

①安全法務課（課長及び
担当者）、安全・品質
保証課（課長及び担当
者）、安全・品質保証
部長

図２．加工事業の変更内容の保安規定への反映すべき事項の確認手順
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（１）加工事業の変更内容の保安規定への反映すべき事項の確認

２．保安規定へ反映すべき事項の抽出手順

②「事業許可要求事項」vs

「保安規定条文」vs「下部規
定条文」で整理

③事業許可要求事項、保安規
定条文、下部規定条文の該当
する箇所にアンダーラインを
付与

④要求事項の反映が読み取れ
ない又は読み取りづらい場合
は、修正（青字）

①これまでの要求事項の抽出
に加え、設工認申請時に作成
した事業許可マーキング版
（ソフトは緑色でマーキン
グ）より要求事項を再抽出し、
抽出漏れがないことを再確認

図３．加工事業の変更内容の保安規定への反映すべき事項の確認作業の概要

「事業許可マーキング版」

「保安規定条文」 「下部規定条文」

資料2-①

「事業許可要求事項」
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（２）設工認の認可内容の保安規定への反映すべき事項の確認
◎審査会合のご指摘を受け、下記ステップにて設工認の認可内容の保安
規定への反映すべき事項の確認を行った。

２．保安規定へ反映すべき事項の抽出手順

＜ステップ＞ ＜実施体制＞

④、⑤、⑥
安全・品質保証課
（課長及び担当
者）、関係者（保
安規定改訂作業経
験者）、安全・品
質保証部長

図４．設工認の認可内容の保安規定への反映すべき事項の確認手順

②1次～７次の設工認申請書の事業許可との相違点リストを確認し、ソフト対
応が必要なものを抽出し、保安規定に全て反映されているかを確認する。

③キーワード検索では抽出されないものについては、設工認の設計担当に
「設工認申請でソフト対応が必要なもの」を聴取し、保安規定に反映すべ
き事項を抽出する。

③設備技術課担当者

④①～③を踏まえ、「設工認要求事項」vs「保安規定条文」vs「下部規定条
文」で整理する。（資料2-②）

⑤設工認要求事項、保安規定条文、下部規定条文の該当する箇所にアンダー
ラインを付与する。

⑥設工認要求事項の反映が読み取れない又は読み取りづらい場合は、保安規定
及び下部規定を修正する。

①キーワード「保安規定」だけではなく、「管理」、「運用」、「担保」、
「確保」等でも検索し、保安規定へ反映すべき事項を抽出する。

①、②
安全・品質保証課
（課長及び担当
者）、安全・品質
保証部長
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「下部規定条文」「保安規定条文」「設工認要求事項」

（２）設工認の認可内容の保安規定への反映すべき事項の確認

２．保安規定へ反映すべき事項の抽出手順

④①～③を踏まえ、「設工認要求事
項」vs「保安規定条文」vs「下部規定
条文」で整理

⑤設工認要求事項、保安規定条文、下
部規定条文の該当する箇所にアンダー
ラインを付与

⑥要求事項の反映が読み取れない又
は読み取りづらい場合は、修正（青
字）

図５．設工認の認可内容の保安規定への反映すべき事項の確認作業の概要

①キーワード「管理」､「運用」等でも検
索し、保安規定へ反映すべき事項を抽出

②事業許可との相違点リストを確認し、
ソフト対応が必要なものを抽出し、保
安規定に全て反映されているかを確認

管理

③設工認の設計担当に「設工認申請で
ソフト対応が必要なもの」を聴取し、
保安規定に反映すべき事項を抽出

「事業許可との相違点リスト」

資料2-②
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（３）保安規定への反映すべき事項の実行性の確認

◎審査会合のご指摘を受け、実際の作業者が実行できるかの観点での

確認・見直しを下記ステップにて行った。

２．保安規定へ反映すべき事項の抽出手順

①全ての修正が完了したのちに、実行性の観点から記載不足がない
かどうかを読み合わせで確認し、記載の不足があった場合は、保
安規定及び下部規定に反映する。

②実際に運用する部署（課長、担当者、現場責任者）にて、わかり
にくい箇所をチェックし、わかりにくい箇所があった場合は、保
安規定及び下部規定に反映する。

＜ステップ＞ ＜実施部門＞

①安全・品質保証部長、製
造部長、安全管理課長、
安全・品質保証課長及び
担当者チェック

②転換課、成形課、組立課、
環境保全課、品質管理課、
安全管理課、設備技術課、
輸送課（課長、担当者、
現場責任者）チェック

図６．保安規定への反映すべき事項の実行性の確認手順
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（４）申請書の確認（社内確認手続き）

◎保安規定の補正申請に当たり、社内での確認を以下の体制にて行った。

２．保安規定へ反映すべき事項の抽出手順

①核燃料安全専門部会における確認
加工施設保安規定の変更に関する事項について、安全
衛生委員会開催前に専門的に確認し、安全衛生委員会
で適切に審議が行えるようにする。

②品質確認委員会における確認
管理総括者のもと、保安規定の補正申請に向けた最終
段階での確認を行う。

＜ステップ＞ ＜実施部門＞

①核燃料取扱主任者、安全・品質保
証部長、製造部長、生産管理部長、
安全法務課長、燃料・炉心技術部
長、安全・品質保証課長

②管理総括者、安全・品質保証部長、
製造部長、生産管理部長、安全・
品質保証課長

図７．保安規定補正申請書の確認体制

③安全衛生委員会における確認
管理総括者の諮問機関として、核燃料物質の加工に関
する保安の確保等を目的とし、保安規定も含め、加工
施設等の許認可に関する事項を審議する。

③安全衛生委員会委員長、核燃料取
扱主任者、安全衛生委員（会社側
選出委員、労働組合選出委員）
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３．保安規定補正の主な内容

（１）抽出された加工事業の変更内容の保安規定本文へ反映すべき主な事項

条番号 条タイトル 項番号、号番号 補正内容

第35条 （臨界安全管理） － ・核燃料物質の核的制限値の組み合わせによる管理を明確化

第36条 （漏えい管理） 第２項、第３項（新設） ・第1種管理区域における負圧の維持管理を明確化

第42条 （管理区域） 第1項 ・管理区域の設定基準を明確化

第52条 （被ばくの低減措置） 第４項（新設）
・一時的に放射性物質濃度が高くなるおそれのある作業を行う

場合の措置を明確化

第54条 （線量当量等の測定）
第２項 ・空気中のウラン濃度異常時の排気系統の切り替えを明確化

第４項 ・モニタリングポスト故障時の可搬設備による対応を明確化

第70条 （核燃料物質の受入，払出し） 第３項 ・核燃料物質の受入仕様値の確認方法を明確化

第72条 （核燃料物質の貯蔵） 第1項（３）号（新設）
・一時的に貯蔵するウランを主要な貯蔵施設の最大貯蔵能力の

内数として管理することを明確化

第75条の2 （放射性固体廃棄物） 第1項（6）号（新設） ・放射性固体廃棄物の保管廃棄の配置方法を明確化

第77条 （放射性気体廃棄物） 第２項 ・ダストモニタによる連続監視を明確化

第82条 （非常時用器材の整備） 第１項 ・非常時用器材として、懐中電灯，ポータブル発電機を明確化

第113条
（六ふっ化ウランの建屋内への
閉じ込め措置）

第３項
・UF6漏えい事故時の屋外への漏えいに備えた散水に使用す

る可搬消防ポンプを明確化
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３．保安規定補正の主な内容

条番号 条タイトル 項番号、号番号 補正内容

第9条 （設計・開発計画） 第１項（４）号 ・制御盤への表示装置及び操作器の配置を明確化

第31条 （操作上の一般事項） 第４項（新設） ・操作員による作業中のサンプル保持の措置を明確化

第36条 （漏えい管理） 第1項 ・核燃料物質の飛散防止の管理を明確化

第42条 （管理区域） 第1項 ・管理区域の設定基準を明確化

第47条 （第1種管理区域への出入管理） 第1項（３）号 ・ハンドフットモニタ警報吹鳴時の除染措置を明確化

第62条 （工事管理） － ・工事管理で考慮すべき労働安全衛生法等の関連法令を明確化

第70条 （核燃料物質の受入，払出し） 第３項 ・核燃料物質の受入仕様値の確認方法を明確化

第75条の2 （放射性固体廃棄物）
第 1項（ 6）号

（新設）
・放射性固体廃棄物の保管廃棄の配置方法を明確化

第75条の3 （放射性廃棄物でない廃棄物） － ・放射性廃棄物でない廃棄物の保管、廃棄及び有効利用を明確化

第76条 （放射性液体廃棄物） 第２項 ・放射性液体廃棄物を放出する排水貯留池の運用を明確化

第77条 （放射性気体廃棄物） 第２項 ・ダストモニタによる連続監視を明確化

第82条 （非常時用器材の整備） 第１項 ・非常時用器材として、懐中電灯，ポータブル発電機を明確化

第84条 （通報及び退避） 第２項（新設） ・エリアモニタ検知時の入構者の退避及び防災組織活動を明確化

第113条
（六ふっ化ウランの建屋内への
閉じ込め措置）

第６項（新設） ・UF6を正圧で扱う設備運転中のスクラバの常時運転を明確化

（２）抽出された設工認の認可内容の保安規定本文へ反映すべき主な事項




